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○
総
務
省
令
第

号

学
校
教
育
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
五
十
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
危
険
物
の
規
制
に

関
す
る
政
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
三
百
六
号
）
第
九
条
第
二
項
、
第
十
条
第
四
項
及
び
第
五
項
、
第
十
一
条
第
三

項
及
び
第
五
項
、
第
十
六
条
第
三
項
、
第
十
七
条
第
三
項
並
び
に
第
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
危
険
物

の
規
制
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年

月

日

総
務
大
臣

林

芳
正

危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
総
理
府
令
第
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以

下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

別紙３

幸多朗 鈴木
長方形
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改

正

後

改

正

前

（
高
引
火
点
危
険
物
の
製
造
所
の
特
例
）

（
高
引
火
点
危
険
物
の
製
造
所
の
特
例
）

第
十
三
条
の
六

［
略
］

第
十
三
条
の
六

［
同
上
］

［
２

略
］

［
２

同
上
］

３

第
一
項
の
製
造
所
の
う
ち
、
そ
の
位
置
及
び
構
造
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
つ
い
て

３

［
同
上
］

は
、
令
第
九
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
、
第
四
号
、
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
、
第
十
八
号
及
び
第
十
九
号
並

び
に
第
十
三
条
の
三
第
二
項
第
二
号
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
二
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
は
、
適
用
し
な

い
。

一

製
造
所
の
位
置
は
、
次
に
掲
げ
る
建
築
物
等
か
ら
当
該
製
造
所
の
外
壁
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
工
作
物
の
外

一

［
同
上
］

側
ま
で
の
間
に
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
建
築
物
等
に
つ
い
て
定
め
る
距
離
を
保
つ
こ
と
。
た
だ
し
、
イ
か
ら
ハ
ま
で

に
掲
げ
る
建
築
物
等
に
つ
い
て
、
不
燃
材
料
で
造
つ
た
防
火
上
有
効
な
塀
を
設
け
る
こ
と
等
に
よ
り
、
市
町
村

長
等
が
安
全
で
あ
る
と
認
め
た
場
合
は
、
当
該
市
町
村
長
等
が
定
め
た
距
離
を
当
該
距
離
と
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

［
イ
～
ハ

略
］

［
イ
～
ハ

同
上
］

ニ

第
十
二
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
高
圧
ガ
ス
そ
の
他
災
害
を
発
生
さ
せ
る
お
そ
れ
の
あ
る
物
を
貯
蔵
し
、

ニ

第
十
二
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
高
圧
ガ
ス
そ
の
他
災
害
を
発
生
さ
せ
る
お
そ
れ
の
あ
る
物
を
貯
蔵
し
、

又
は
取
り
扱
う
施
設
（
不
活
性
ガ
ス
の
み
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
も
の
を
除
く
。
）

二
十
メ
ー
ト
ル

又
は
取
り
扱
う
施
設
（
不
活
性
ガ
ス
の
み
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
も
の
を
除
く
。
）

二
十
メ
ー
ト
ル

以
上
。
た
だ
し
、
耐
火
構
造
の
塀
の
設
置
そ
の
他
の
防
火
上
有
効
な
措
置
を
講
じ
た
場
合
に
は
、
告
示
で
定

以
上

め
る
要
件
を
満
た
す
距
離
と
す
る
。

二

危
険
物
を
取
り
扱
う
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
（
危
険
物
を
移
送
す
る
た
め
の
配
管
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る

二

危
険
物
を
取
り
扱
う
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
（
危
険
物
を
移
送
す
る
た
め
の
配
管
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る

工
作
物
を
除
く
。
）
の
周
囲
に
、
三
メ
ー
ト
ル
以
上
の
幅
の
空
地
を
保
有
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
十
三
条
の

工
作
物
を
除
く
。
）
の
周
囲
に
三
メ
ー
ト
ル
以
上
の
幅
の
空
地
を
保
有
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
十
三
条
に
定

規
定
の
例
に
よ
り
、
防
火
上
有
効
な
措
置
と
し
て
同
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
規
定
す
る
措
置
を
講
じ

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
防
火
上
有
効
な
隔
壁
を
設
け
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

た
と
き
は
、
そ
の
空
地
の
幅
を
減
じ
、
又
は
そ
の
空
地
を
保
有
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
同
条
中
「
製
造
所
又
は
一
般
取
扱
所
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
三
条
の
六
第
一
項
の
製
造
所
」
と
、
「
令
第

九
条
第
一
項
第
二
号
の
表
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
三
条
の
六
第
三
項
第
二
号
」
と
す
る
。

［
三
・
四

略
］

［
三
・
四

同
上
］

五

危
険
物
を
取
り
扱
う
建
築
物
の
延
焼
の
お
そ
れ
の
あ
る
外
壁
に
設
け
る
出
入
口
に
ガ
ラ
ス
を
用
い
る
場
合

五

危
険
物
を
取
り
扱
う
建
築
物
の
延
焼
の
お
そ
れ
の
あ
る
外
壁
に
設
け
る
出
入
口
に
ガ
ラ
ス
を
用
い
る
場
合

は
、
網
入
り
ガ
ラ
ス
と
す
る
こ
と
。

は
、
網
入
ガ
ラ
ス
と
す
る
こ
と
。

（
特
定
屋
内
貯
蔵
所
の
特
例
）

（
特
定
屋
内
貯
蔵
所
の
特
例
）

第
十
六
条
の
二
の
三

［
略
］

第
十
六
条
の
二
の
三

［
同
上
］

２

前
項
の
屋
内
貯
蔵
所
（
次
項
に
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
そ
の
貯
蔵
倉
庫
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基

２

［
同
上
］

準
に
適
合
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
令
第
十
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
五
号
か
ら
第
八
号
ま
で
の
規
定
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は
、
適
用
し
な
い
。

一

貯
蔵
倉
庫
の
周
囲
に
、
次
の
表
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
に
定
め
る
幅
の
空
地
を
保
有
す
る
こ

一

貯
蔵
倉
庫
の
周
囲
に
、
次
の
表
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
に
定
め
る
幅
の
空
地
を
保
有
す
る
こ

と
。
た
だ
し
、
第
十
四
条
（
第
二
項
第
三
号
及
び
第
三
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
防

と
。

火
上
有
効
な
措
置
と
し
て
同
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定
す
る
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
そ
の
空
地

の
幅
を
減
じ
、
又
は
そ
の
空
地
を
保
有
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
同
号
の

表
」
と
あ
り
、
及
び
「
令
第
十
条
第
一
項
第
二
号
の
表
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
十
六
条
の
二
の
三
第
二
項
第
一

号
の
表
」
と
す
る
。

［
表
略
］

［
表
同
上
］

［
二
～
五

略
］

［
二
～
五

同
上
］

［
３

略
］

［
３

同
上
］

（
高
引
火
点
危
険
物
の
平
家
建
て
の
屋
内
貯
蔵
所
の
特
例
）

（
高
引
火
点
危
険
物
の
平
家
建
の
屋
内
貯
蔵
所
の
特
例
）

第
十
六
条
の
二
の
四

［
略
］

第
十
六
条
の
二
の
四

［
同
上
］

２

前
項
の
屋
内
貯
蔵
所
（
次
項
に
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
そ
の
位
置
及
び
構
造
が
次
の
各
号
に
掲
げ

２

［
同
上
］

る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
令
第
十
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
、
第
七
号
か
ら
第
九
号
ま
で
及
び

第
十
四
号
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

［
一

略
］

［
一

同
上
］

二

貯
蔵
倉
庫
の
周
囲
に
、
次
の
表
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
に
定
め
る
幅
の
空
地
を
保
有
す
る
こ

二

貯
蔵
倉
庫
の
周
囲
に
、
次
の
表
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
に
定
め
る
幅
の
空
地
を
保
有
す
る
こ

と
。
た
だ
し
、
第
十
四
条
（
第
二
項
第
三
号
及
び
第
三
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
防

と
。

火
上
有
効
な
措
置
と
し
て
同
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定
す
る
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
そ
の
空
地

の
幅
を
減
じ
、
又
は
そ
の
空
地
を
保
有
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
同
号
の

表
」
と
あ
り
、
及
び
「
令
第
十
条
第
一
項
第
二
号
の
表
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
十
六
条
の
二
の
四
第
二
項
第
二

号
の
表
」
と
す
る
。

［
表
略
］

［
表
同
上
］

［
三
・
四

略
］

［
三
・
四

同
上
］

五

貯
蔵
倉
庫
の
延
焼
の
お
そ
れ
の
あ
る
外
壁
に
設
け
る
出
入
口
に
ガ
ラ
ス
を
用
い
る
場
合
は
、
網
入
り
ガ
ラ
ス

五

貯
蔵
倉
庫
の
延
焼
の
お
そ
れ
の
あ
る
外
壁
に
設
け
る
出
入
口
に
ガ
ラ
ス
を
用
い
る
場
合
は
、
網
入
ガ
ラ
ス
と

と
す
る
こ
と
。

す
る
こ
と
。

［
３

略
］

［
３

同
上
］

（
高
引
火
点
危
険
物
の
平
家
建
て
以
外
の
屋
内
貯
蔵
所
の
特
例
）

（
高
引
火
点
危
険
物
の
平
家
建
以
外
の
屋
内
貯
蔵
所
の
特
例
）

第
十
六
条
の
二
の
五

［
略
］

第
十
六
条
の
二
の
五

［
同
上
］

［
２

略
］

［
２

同
上
］

（
高
引
火
点
危
険
物
の
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
の
特
例
）

（
高
引
火
点
危
険
物
の
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
の
特
例
）

第
二
十
二
条
の
二
の
三

［
略
］

第
二
十
二
条
の
二
の
三

［
同
上
］

［
２

略
］

［
２

同
上
］
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３

第
一
項
の
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
の
う
ち
、
そ
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す

３

第
一
項
の
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
の
う
ち
、
そ
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す

る
も
の
に
つ
い
て
は
、
令
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
二
号
ま
で
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定

る
も
の
に
つ
い
て
は
、
令
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
二
号
ま
で
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る

の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
、
同
条
第
一
項
第
五
号
（
支
柱
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
同
項
第
十
号
の

場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
同
条
第
一
項
第
五
号
（
支
柱
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
同
項
第
十
号
の
二
、
第

二
、
第
十
四
号
及
び
第
十
五
号
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

十
四
号
及
び
第
十
五
号
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

は
、
適
用
し
な
い
。

［
一

略
］

［
一

同
上
］

二

屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
（
危
険
物
を
移
送
す
る
た
め
の
配
管
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
工
作
物
を
除
く
。
）
の
周
囲

二

屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
（
危
険
物
を
移
送
す
る
た
め
の
配
管
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
工
作
物
を
除
く
。
）
の
周
囲

に
、
次
の
表
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
に
定
め
る
幅
の
空
地
を
保
有
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
十

に
、
次
の
表
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
に
定
め
る
幅
の
空
地
を
保
有
す
る
こ
と
。

五
条
（
第
二
項
第
一
号
を
除
き
、
第
二
十
二
条
第
二
項
第
五
号
た
だ
し
書
の
屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
に
係
る
部
分
に

限
る
。
）
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
防
火
上
有
効
な
措
置
と
し
て
第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定

す
る
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
そ
の
空
地
の
幅
を
減
じ
、
又
は
そ
の
空
地
を
保
有
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
令
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
の
表
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
二
十
二
条
の
二
の
三

第
三
項
第
二
号
の
表
」
と
す
る
。

［
表
略
］

［
表
同
上
］

三

屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
の
支
柱
は
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
、
鉄
骨
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
そ
の
他
こ
れ
ら
と
同
等
以

三

屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
の
支
柱
は
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
、
鉄
骨
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
そ
の
他
こ
れ
ら
と
同
等
以

上
の
耐
火
性
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
一
の
防
油
堤
内
に
設
置
す
る
屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
の
全

上
の
耐
火
性
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
一
の
防
油
堤
内
に
設
置
す
る
屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
の
す

て
が
、
第
一
項
に
定
め
る
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
の
屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
支
柱
を
不
燃

べ
て
が
、
第
一
項
に
定
め
る
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
の
屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
支
柱
を
不

材
料
で
造
る
こ
と
が
で
き
る
。

燃
材
料
で
造
る
こ
と
が
で
き
る
。

四

屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
の
ポ
ン
プ
設
備
（
令
第
十
一
条
第
一
項
第
十
号
の
二
の
ポ
ン
プ
設
備
を
い
う
。
以
下
こ
の

四

［
同
上
］

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
同
号
（
イ
、
へ
及
び
ト
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
の
ポ
ン
プ
設
備

の
例
に
よ
る
ほ
か
、
次
に
よ
る
こ
と
。

［
イ
・
ロ

略
］

［
イ
・
ロ

同
上
］

ハ

ポ
ン
プ
室
の
延
焼
の
お
そ
れ
の
あ
る
外
壁
に
設
け
る
窓
及
び
出
入
口
に
ガ
ラ
ス
を
用
い
る
場
合
は
、
網
入

ハ

ポ
ン
プ
室
の
延
焼
の
お
そ
れ
の
あ
る
外
壁
に
設
け
る
窓
及
び
出
入
口
に
ガ
ラ
ス
を
用
い
る
場
合
は
、
網
入

り
ガ
ラ
ス
と
す
る
こ
と
。

ガ
ラ
ス
と
す
る
こ
と
。

［
五

略
］

［
五

同
上
］

六

第
二
十
二
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
九
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
の
規
定
は
、
前
号
の
防
油

六

第
二
十
二
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
九
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
の
規
定
は
、
前
号
の
防
油

堤
の
技
術
上
の
基
準
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
第
一
号
中
「
百
十
パ
ー
セ
ン
ト
」
と

堤
の
技
術
上
の
基
準
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
第
一
号
中
「
百
十
パ
ー
セ
ン
ト
」
と

あ
る
の
は
、
「
百
パ
ー
セ
ン
ト
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

あ
る
の
は
「
百
パ
ー
セ
ン
ト
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
岩
盤
タ
ン
ク
に
係
る
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
の
特
例
）

（
岩
盤
タ
ン
ク
に
係
る
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
の
特
例
）

第
二
十
二
条
の
三

［
略
］

第
二
十
二
条
の
三

［
同
上
］

［
２

略
］

［
２

同
上
］

３

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
前
条
第
一
号
の
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
の
特
例
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

３

［
同
上
］

［
一
～
七

略
］

［
一
～
七

同
上
］
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八

危
険
物
を
取
り
扱
う
配
管
、
管
継
手
及
び
弁
（
以
下
「
配
管
等
」
と
い
う
。
）
の
構
造
は
、
第
二
十
八
条
の

八

危
険
物
を
取
り
扱
う
配
管
、
管
継
手
及
び
弁
の
構
造
は
、
令
第
十
八
条
の
二
に
掲
げ
る
移
送
取
扱
所
の
配
管

五
（
第
二
項
第
五
号
ロ
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
移
送
取
扱
所
の
配
管
等
の
構
造
の
例
に
よ
る
も

等
の
例
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

の
で
あ
る
こ
と
。

［
九

略
］

［
九

同
上
］

（
高
引
火
点
危
険
物
の
屋
外
貯
蔵
所
の
特
例
）

（
高
引
火
点
危
険
物
の
屋
外
貯
蔵
所
の
特
例
）

第
二
十
四
条
の
十
二

［
略
］

第
二
十
四
条
の
十
二

［
同
上
］

２

前
項
の
屋
外
貯
蔵
所
の
う
ち
、
そ
の
位
置
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
令
第

２

［
同
上
］

十
六
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
四
号
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

［
一

略
］

［
一

同
上
］

二

柵
等
の
周
囲
に
、
次
の
表
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
に
定
め
る
幅
の
空
地
を
保
有
す
る
こ
と
。

二

令
第
十
六
条
第
一
項
第
三
号
の
さ
く
等
の
周
囲
に
は
、
次
の
表
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
に
定

た
だ
し
、
第
十
六
条
（
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
防
火
上

め
る
幅
の
空
地
を
保
有
す
る
こ
と
。

有
効
な
措
置
と
し
て
同
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定
す
る
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
そ
の
空
地
の
幅

を
減
じ
、
又
は
そ
の
空
地
を
保
有
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
同
項
第
四
号
の

表
」
と
あ
り
、
及
び
「
令
第
十
六
条
第
一
項
第
四
号
の
表
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
二
十
四
条
の
十
二
第
二
項
第

二
号
の
表
」
と
す
る
。

［
表
略
］

［
表
同
上
］

（
圧
縮
水
素
充
塡
設
備
設
置
給
油
取
扱
所
の
基
準
の
特
例
）

（
圧
縮
水
素
充
塡
設
備
設
置
給
油
取
扱
所
の
基
準
の
特
例
）

第
二
十
七
条
の
五

［
略
］

第
二
十
七
条
の
五

［
同
上
］

［
２

略
］

［
２

同
上
］

３

圧
縮
水
素
充
塡
設
備
設
置
給
油
取
扱
所
に
は
、
固
定
給
油
設
備
若
し
く
は
固
定
注
油
設
備
に
接
続
す
る
専
用
タ

３

圧
縮
水
素
充
塡
設
備
設
置
給
油
取
扱
所
に
は
、
固
定
給
油
設
備
若
し
く
は
固
定
注
油
設
備
に
接
続
す
る
専
用
タ

ン
ク
、
危
険
物
か
ら
水
素
を
製
造
す
る
た
め
の
改
質
装
置
に
接
続
す
る
原
料
タ
ン
ク
又
は
容
量
一
万
リ
ッ
ト
ル

ン
ク
、
危
険
物
か
ら
水
素
を
製
造
す
る
た
め
の
改
質
装
置
に
接
続
す
る
原
料
タ
ン
ク
又
は
容
量
一
万
リ
ッ
ト
ル
以

（
メ
チ
ル
シ
ク
ロ
ヘ
キ
サ
ン
か
ら
水
素
を
製
造
す
る
た
め
の
改
質
装
置
に
接
続
す
る
場
合
に
は
、
三
万
リ
ッ
ト

下
の
第
二
十
五
条
で
定
め
る
タ
ン
ク
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
専
用
タ
ン
ク
等
」
と
い
う
。
）
を
地
盤
面
下
に

ル
）
以
下
の
第
二
十
五
条
に
規
定
す
る
タ
ン
ク
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
専
用
タ
ン
ク
等
」
と
い
う
。
）
を
地

埋
没
し
て
設
け
る
場
合
を
除
き
、
危
険
物
を
取
り
扱
う
タ
ン
ク
を
設
け
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
都
市
計
画
法

盤
面
下
に
埋
没
し
て
設
け
る
場
合
を
除
き
、
危
険
物
を
取
り
扱
う
タ
ン
ク
を
設
け
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
都

第
八
条
第
一
項
第
五
号
の
防
火
地
域
及
び
準
防
火
地
域
以
外
の
地
域
に
お
い
て
は
、
地
盤
面
上
に
固
定
給
油
設
備

市
計
画
法
第
八
条
第
一
項
第
五
号
の
防
火
地
域
及
び
準
防
火
地
域
以
外
の
地
域
に
お
い
て
は
、
地
盤
面
上
に
固
定

に
接
続
す
る
容
量
六
百
リ
ッ
ト
ル
以
下
の
簡
易
タ
ン
ク
を
、
そ
の
取
り
扱
う
同
一
品
質
の
危
険
物
ご
と
に
一
個
ず

給
油
設
備
に
接
続
す
る
容
量
六
百
リ
ッ
ト
ル
以
下
の
簡
易
タ
ン
ク
を
、
そ
の
取
り
扱
う
同
一
品
質
の
危
険
物
ご
と

つ
三
個
ま
で
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

に
一
個
ず
つ
三
個
ま
で
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

［
４

略
］

［
４

同
上
］

５

圧
縮
水
素
充
塡
設
備
設
置
給
油
取
扱
所
の
業
務
を
行
う
に
つ
い
て
必
要
な
設
備
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
と

５

［
同
上
］

し
、
当
該
設
備
は
、
第
二
十
七
条
の
三
第
六
項
第
二
号
、
第
三
号
及
び
第
六
号
の
規
定
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
第
二

号
及
び
第
三
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
七
条
の
三

第
六
項
第
三
号
中
「
圧
縮
天
然
ガ
ス
等
」
と
あ
る
の
は
「
圧
縮
水
素
」
と
、
同
項
第
六
号
中
「
防
火
設
備
」
と
あ

る
の
は
「
第
二
十
七
条
の
五
第
五
項
第
一
号
に
規
定
す
る
防
火
設
備
又
は
温
度
の
上
昇
を
防
止
す
る
た
め
の
装
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置
」
と
す
る
。

［
一

略
］

［
一

同
上
］

二

危
険
物
か
ら
水
素
を
製
造
す
る
た
め
の
改
質
装
置
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
基
準
は
、
令
第
九
条
第
一
項

二

[

同
上
］

第
十
二
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
、
第
十
八
号
、
第
二
十
一
号
及
び
第
二
十
二
号
の
規
定
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
次

の
と
お
り
と
す
る
こ
と
。

［
イ

略
］

［
イ

同
上
］

ロ

改
質
原
料
又
は
水
素
（
メ
チ
ル
シ
ク
ロ
ヘ
キ
サ
ン
か
ら
水
素
を
製
造
す
る
た
め
の
改
質
装
置
に
あ
つ
て

ロ

改
質
原
料
及
び
水
素
が
漏
え
い
し
た
場
合
に
危
険
物
か
ら
水
素
を
製
造
す
る
た
め
の
改
質
装
置
の
運
転
を

は
、
メ
チ
ル
シ
ク
ロ
ヘ
キ
サ
ン
、
水
素
又
は
ト
ル
エ
ン
）
が
漏
え
い
し
た
場
合
に
危
険
物
か
ら
水
素
を
製
造

自
動
的
に
停
止
さ
せ
る
装
置
を
設
け
る
こ
と
。

す
る
た
め
の
改
質
装
置
の
運
転
を
自
動
的
に
停
止
さ
せ
る
装
置
を
設
け
る
こ
と
。

［
ハ

略
］

［
ハ

同
上
］

ニ

危
険
物
か
ら
水
素
を
製
造
す
る
た
め
の
改
質
装
置
に
お
け
る
危
険
物
の
取
扱
量
は
、
指
定
数
量
の
十
倍

ニ

危
険
物
か
ら
水
素
を
製
造
す
る
た
め
の
改
質
装
置
に
お
け
る
危
険
物
の
取
扱
量
は
、
指
定
数
量
の
十
倍
未

（
メ
チ
ル
シ
ク
ロ
ヘ
キ
サ
ン
か
ら
水
素
を
製
造
す
る
た
め
の
改
質
装
置
に
あ
つ
て
は
、
百
五
十
倍
）
未
満
で

満
で
あ
る
こ
と
。

あ
る
こ
と
。

［
三

略
］

［
三

同
上
］

［
６
・
７

略
］

［
６
・
７

同
上
］

（
材
料
）

（
材
料
）

第
二
十
八
条
の
四

配
管
等
の
材
料
は
、
告
示
で
定
め
る
規
格
に
適
合
す
る
も
の
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
機
械
的

第
二
十
八
条
の
四

配
管
、
管
継
手
及
び
弁
（
以
下
「
配
管
等
」
と
い
う
。
）
の
材
料
は
、
告
示
で
定
め
る
規
格
に

性
質
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
配
管
の
設
置
場
所
の
状
況
等
か
ら
こ
れ
に
よ
る
こ
と
が
困
難

で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
れ
と
同
等
以
上
の
機
械
的
性
質
を
有
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
配
管
等
の
構
造
）

（
配
管
等
の
構
造
）

第
二
十
八
条
の
五

［
略
］

第
二
十
八
条
の
五

［
同
上
］

２

配
管
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

［
同
上
］

［
一

略
］

［
一

同
上
］

二

配
管
の
内
圧
に
よ
つ
て
生
ず
る
当
該
配
管
の
円
周
方
向
応
力
度
が
当
該
配
管
の
規
格
最
小
降
伏
点
（
配
管
の

二

配
管
の
内
圧
に
よ
つ
て
生
じ
る
当
該
配
管
の
円
周
方
向
応
力
度
が
当
該
配
管
の
規
格
最
小
降
伏
点
（
配
管
の

材
料
の
規
格
に
最
小
降
伏
点
の
定
め
が
な
い
も
の
に
あ
つ
て
は
、
材
料
試
験
成
績
等
に
よ
り
保
証
さ
れ
る
降
伏

材
料
の
規
格
に
最
小
降
伏
点
の
定
め
が
な
い
も
の
に
あ
つ
て
は
、
材
料
試
験
成
績
等
に
よ
り
保
証
さ
れ
る
降
伏

点
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
降
伏
点
が
、
当
該
材
料
の
規
格
に
定
め
る
引
張
強
さ
の
最
小
の
値
に
〇
・
六
を
乗

点
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
降
伏
点
が
、
当
該
材
料
の
規
格
に
定
め
る
引
張
強
さ
の
最
小
の
値
に
〇
・
六
を
乗

じ
た
値
を
超
え
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
値
と
す
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
四
十
パ
ー
セ
ン

じ
た
値
を
超
え
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
値
と
す
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
四
十
パ
ー
セ
ン

ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

三

主
荷
重
と
従
荷
重
の
組
合
せ
に
よ
つ
て
生
ず
る
配
管
の
円
周
方
向
応
力
度
、
軸
方
向
応
力
度
及
び
管
軸
に
垂

三

主
荷
重
と
従
荷
重
の
組
合
せ
に
よ
つ
て
生
じ
る
配
管
の
円
周
方
向
応
力
度
、
軸
方
向
応
力
度
及
び
管
軸
に
垂

直
方
向
の
せ
ん
断
応
力
度
を
合
成
し
た
応
力
度
が
当
該
配
管
の
規
格
最
小
降
伏
点
の
九
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で

直
方
向
の
せ
ん
断
応
力
度
を
合
成
し
た
応
力
度
が
当
該
配
管
の
規
格
最
小
降
伏
点
の
九
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で

あ
る
こ
と
。

あ
る
こ
と
。

［
四

略
］

［
四

同
上
］

五

配
管
の
最
小
厚
さ
は
、
告
示
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に

五

配
管
の
最
小
厚
さ
は
、
告
示
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
告
示
で
定
め
る
方
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該
当
す
る
配
管
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

法
に
よ
り
破
損
試
験
を
行
つ
た
と
き
破
損
し
な
い
も
の
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

イ

告
示
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
破
損
試
験
を
行
つ
た
と
き
破
損
し
な
い
も
の

［
新
設
］

ロ

移
送
基
地
（
ポ
ン
プ
に
よ
り
配
管
に
危
険
物
を
送
り
出
し
、
又
は
配
管
か
ら
危
険
物
を
受
け
入
れ
る
場
所

［
新
設
］

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
存
す
る
敷
地
と
同
一
の
敷
地
内
の
地
上
に
設
置
し
、
又
は
地
下
に
埋
設
す
る
も

の

［
３
・
４

略
］

［
３
・
４

同
上
］

（
地
上
設
置
）

（
地
上
設
置
）

第
二
十
八
条
の
十
六

［
略
］

第
二
十
八
条
の
十
六

［
同
上
］

［
一

略
］

［
一

同
上
］

二

配
管
（
移
送
基
地
の
構
内
に
設
置
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
住
宅
、
学
校
、
病
院
、
鉄
道
そ
の
他
の
告

二

配
管
（
移
送
基
地
（
ポ
ン
プ
に
よ
り
危
険
物
を
送
り
出
し
、
又
は
受
け
入
れ
を
行
う
場
所
を
い
う
。
以
下
同

示
で
定
め
る
施
設
に
対
し
告
示
で
定
め
る
水
平
距
離
を
有
す
る
こ
と
。

じ
。
）
の
構
内
に
設
置
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
住
宅
、
学
校
、
病
院
、
鉄
道
そ
の
他
の
告
示
で
定
め
る

施
設
に
対
し
告
示
で
定
め
る
水
平
距
離
を
有
す
る
こ
と
。

三

配
管
（
移
送
基
地
の
構
内
に
設
置
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
両
側
に
は
、
当
該
配
管
に
係
る
最
大
常
用
圧

三

配
管
（
移
送
基
地
の
構
内
に
設
置
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
両
側
に
は
、
当
該
配
管
に
係
る
最
大
常
用
圧

力
に
応
じ
、
次
の
表
に
掲
げ
る
幅
（
工
業
専
用
地
域
に
設
置
す
る
配
管
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
三
分
の
一
）
の
空

力
に
応
じ
、
次
の
表
に
掲
げ
る
幅
（
工
業
専
用
地
域
に
設
置
す
る
配
管
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
三
分
の
一
）
の
空

地
を
保
有
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
保
安
上
必
要
な
措
置
を
講
じ
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

地
を
保
有
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
保
安
上
必
要
な
措
置
を
講
じ
た
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

［
表
略
］

［
表
同
上
］

［
四
～
七

略
］

［
四
～
七

同
上
］

（
受
験
資
格
）

（
受
験
資
格
）

第
五
十
三
条
の
三

法
第
十
三
条
の
三
第
四
項
第
一
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
五
十
三
条
の
三

［
同
上
］

一

学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
、
高
等
専
門
学
校
、
専
修
学
校
、
高
等
学
校
若
し
く
は
中
等
教
育
学
校
の
専
攻
科

一

学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
、
高
等
専
門
学
校
、
高
等
学
校
若
し
く
は
中
等
教
育
学
校
の
専
攻
科
（
高
等
学
校

（
高
等
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
の
専
攻
科
に
あ
つ
て
は
、
修
業
年
限
二
年
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
又
は
専

又
は
中
等
教
育
学
校
の
専
攻
科
に
あ
つ
て
は
、
修
業
年
限
二
年
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
又
は
専
修
学
校
（
同

修
学
校
（
同
法
第
百
二
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
専
門
課
程
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

法
第
百
三
十
二
条
に
規
定
す
る
専
門
課
程
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
そ
の
他
消
防
庁
長
官
が
定
め
る

そ
の
他
消
防
庁
長
官
が
定
め
る
学
校
に
お
い
て
化
学
に
関
す
る
学
科
又
は
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者

学
校
に
お
い
て
化
学
に
関
す
る
学
科
又
は
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
（
当
該
学
科
又
は
課
程
を
修
め
て
同
法

に
よ
る
専
門
職
大
学
の
前
期
課
程
を
修
了
し
た
者
を
含
む
。
）

二

学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
、
大
学
院
、
高
等
専
門
学
校
又
は
専
修
学
校
に
お
い
て
化
学
に
関
す
る
授
業
科
目

二

学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
、
高
等
専
門
学
校
、
大
学
院
又
は
専
修
学
校
に
お
い
て
化
学
に
関
す
る
授
業
科
目

（
高
等
専
門
学
校
に
あ
つ
て
は
、
専
門
科
目
に
限
る
。
）
を
履
修
し
て
、
大
学
（
同
法
に
よ
る
専
門
職
大
学
及

（
高
等
専
門
学
校
に
あ
つ
て
は
、
専
門
科
目
に
限
る
。
）
を
履
修
し
て
、
大
学
（
同
法
に
よ
る
専
門
職
大
学
及

び
短
期
大
学
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
大
学
設
置
基
準
（
昭
和
三
十
一
年
文
部
省
令
第
二
十
八
号
）
、
専
門
職

び
短
期
大
学
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
大
学
設
置
基
準
（
昭
和
三
十
一
年
文
部
省
令
第
二
十
八
号
）
、
専
門
職

大
学
に
あ
つ
て
は
専
門
職
大
学
設
置
基
準
（
平
成
二
十
九
年
文
部
科
学
省
令
第
三
十
三
号
）
、
短
期
大
学
（
同

大
学
に
あ
つ
て
は
専
門
職
大
学
設
置
基
準
（
平
成
二
十
九
年
文
部
科
学
省
令
第
三
十
三
号
）
、
短
期
大
学
（
同

法
に
よ
る
専
門
職
短
期
大
学
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
短
期
大
学
設
置
基
準
（
昭
和
五
十
年
文
部
省
令
第
二
十

法
に
よ
る
専
門
職
短
期
大
学
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
短
期
大
学
設
置
基
準
（
昭
和
五
十
年
文
部
省
令
第
二
十

一
号
）
、
専
門
職
短
期
大
学
に
あ
つ
て
は
専
門
職
短
期
大
学
設
置
基
準
（
平
成
二
十
九
年
文
部
科
学
省
令
第
三

一
号
）
、
専
門
職
短
期
大
学
に
あ
つ
て
は
専
門
職
短
期
大
学
設
置
基
準
（
平
成
二
十
九
年
文
部
科
学
省
令
第
三

十
四
号
）
、
大
学
院
に
あ
つ
て
は
大
学
院
設
置
基
準
（
昭
和
四
十
九
年
文
部
省
令
第
二
十
八
号
）
、
専
門
職
大

十
四
号
）
、
高
等
専
門
学
校
に
あ
つ
て
は
高
等
専
門
学
校
設
置
基
準
（
昭
和
三
十
六
年
文
部
省
令
第
二
十
三

学
院
に
あ
つ
て
は
専
門
職
大
学
院
設
置
基
準
（
平
成
十
五
年
文
部
科
学
省
令
第
十
六
号
）
、
高
等
専
門
学
校
に

号
）
、
大
学
院
に
あ
つ
て
は
大
学
院
設
置
基
準
（
昭
和
四
十
九
年
文
部
省
令
第
二
十
八
号
）
若
し
く
は
専
門
職

あ
つ
て
は
高
等
専
門
学
校
設
置
基
準
（
昭
和
三
十
六
年
文
部
省
令
第
二
十
三
号
）
、
専
修
学
校
に
あ
つ
て
は
専

大
学
院
に
あ
つ
て
は
専
門
職
大
学
院
設
置
基
準
（
平
成
十
五
年
文
部
科
学
省
令
第
十
六
号
）
に
よ
る
単
位
又
は
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修
学
校
設
置
基
準
（
昭
和
五
十
一
年
文
部
省
令
第
二
号
）
に
よ
る
単
位
を
通
算
し
て
十
五
単
位
以
上
修
得
し
た

専
修
学
校
に
あ
つ
て
は
専
修
学
校
設
置
基
準
（
昭
和
五
十
一
年
文
部
省
令
第
二
号
）
に
よ
り
換
算
し
た
単
位
を

者

通
算
し
て
十
五
単
位
以
上
修
得
し
た
者

三

学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
、
高
等
専
門
学
校
又
は
専
修
学
校
の
専
攻
科
そ
の
他
消
防
庁
長
官
が
定
め
る
学
校

三

学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
又
は
高
等
専
門
学
校
の
専
攻
科
そ
の
他
消
防
庁
長
官
が
定
め
る
学
校
に
お
い
て
化

に
お
い
て
化
学
に
関
す
る
授
業
科
目
を
、
講
義
に
つ
い
て
は
十
五
時
間
、
演
習
に
つ
い
て
は
三
十
時
間
、
実

学
に
関
す
る
授
業
科
目
を
、
講
義
に
つ
い
て
は
十
五
時
間
、
演
習
に
つ
い
て
は
三
十
時
間
並
び
に
実
験
、
実
習

験
、
実
習
及
び
実
技
に
つ
い
て
は
四
十
五
時
間
の
授
業
を
も
つ
て
そ
れ
ぞ
れ
一
単
位
と
し
て
十
五
単
位
以
上
修

及
び
実
技
に
つ
い
て
は
四
十
五
時
間
の
授
業
を
も
つ
て
そ
れ
ぞ
れ
一
単
位
と
し
て
十
五
単
位
以
上
修
得
し
た
者

得
し
た
者

［
四
～
六

略
］

［
四
～
六

同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。
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附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
の
翌
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
甲
種
危
険
物
取
扱
者
試
験
の
受
験
資
格
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
規
則
第
五
十
三
条
の
三
（
専
修
学
校
の
専
門
課
程
に
係
る

部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
以
後
に
専
修
学
校
の
専
門
課
程
に
入
学
し
た
者
に
つ
い
て
適
用

し
、
同
日
前
に
専
修
学
校
の
専
門
課
程
に
入
学
し
た
者
に
係
る
甲
種
危
険
物
取
扱
者
試
験
の
受
験
資
格
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

３

こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。




